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保険年金課　国民健康保険係　� 042（346）9529���

�
　７０歳以上の一定以上所得者（現役並み所得者）が医療機関などに支払う
一部負担金（患者負担金）の割合が、２割から３割に引き上げられます。

１０月１日から

３割３割

　同じ人が同じ月に同じ医療機関などで支払った医療費が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額があとで国保から払い戻さ
れます。この自己負担限度額が下表のとおり引き上げられます。

　療養病床に入院する７０歳以上の方は、これまで、食費（食材料費）のみの負担で
したが、入院時生活療養費として食費（食材料費・調理コスト相当）と居住費（光
熱水費相当）の一部を自己負担することになります。
　ただし、難病などの入院医療の必要性の高い方の負担額は、１０月以降も据え置か
れます。

　国保の加入者が出産したときに受けられる出産育児一時金の支給
額が、３５万円に引き上げられます。

　同一世帯に、平成１８年度の住民税の課税所得

が１４５万円以上ある７０歳以上の国保の加入者が

いる方をいいます。ただし、７０歳以上の国保加

入者の収入の合計が５２０万円未満（一人世帯の場

合は３８３万円未満）の場合は、申請することによ

り、負担割合が「１割」になります。

自 己 負 担 限 度 額区　　　　　分

１３９,８００円＋（医療費－４６６,０００円）×１％
〔７７，７００円〕

上 位 所 得 者（※）

 ７２,３００円＋（医療費－２４１,０００円）×１％
〔４０，２００円〕

一　　　　　　　般

３５，４００円
〔２４，６００円〕

低所得者（住民税非課税）

自 己 負 担 限 度 額
外 来 ＋ 入 院

区　　　　　分 外来（個人ごと）

７２，３００円＋（医療費－３６１，５００円）×１％
〔４０，２００円〕

４０，２００円一定以上所得者（現役並み所得者）

４０，２００円１２，０００円一　　　　　　　　　般

２４，６００円
 ８，０００円

Ⅱ
低所得者（※）
（住民税非課税） １５，０００円

Ⅰ
（年金収入６５万円以下）

自 己 負 担 限 度 額区　　　　　分

１５０,０００円＋（医療費－５００,０００円）×１％
〔８３，４００円〕

上 位 所 得 者（※）

 ８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％
〔４４，４００円〕

一　　　　　　　般

３５，４００円
〔２４，６００円〕

低所得者（住民税非課税）

自 己 負 担 限 度 額
外 来 ＋ 入 院

区　　　　　分 外来（個人ごと）

８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％
〔４４，４００円〕

４４，４００円一定以上所得者（現役並み所得者）

４４，４００円１２，０００円一　　　　　　　　　般

２４，６００円
 ８，０００円

Ⅱ
低所得者

（住民税非課税） １５，０００円
Ⅰ

（年金収入８０万円以下）

※上位所得者とは、世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計額が６７０万円を超える世帯の方をいいます。 ※１０月から、上位所得者の基準となる所得の合計額は６００万円になります。

※低所得Ⅱ…住民税非課税の世帯に属する方。低所得Ⅰ…住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

１０月１日以降の出産

３５万円３５万円１児に
つ　き�

１０月１日から９月３０日まで（食費のみ）

（食　費）１食につき４６０円
（居住費）１日につき３２０円

（※１）
１食につき　２６０円

一定以上所得者
（現役並み所得者）

一　　　　　般
（食　費）１食につき４２０円
（居住費）１日につき３２０円

（※２）

（食　費）１食につき２１０円
（居住費）１日につき３２０円

１食につき　２１０円
（入院日数が９０日を超える場合１６０円）

低所得者Ⅱ
住
民
税
非
課
税

（食　費）１食につき１３０円
（居住費）１日につき３２０円

１食につき　１００円低所得者Ⅰ

※１　厚生労働大臣が定める入院時食事療養費の基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局に届け出のある
医療機関に入院している場合。

※２　１以外の医療機関に入院している場合。

　妊娠１２週（８５日）以上
の死産・流産でも支給さ
れます。申請方法など詳
細については、お問い合
わせください。
※他の健康保険から、支
給される場合は、対象
となりません。
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一定以上所得者（現役並み所得者）とは一定以上所得者（現役並み所得者）とは

１０月１日から９月３０日まで

３割２割
一定以上所得者

（現役並み所得者）

１割１割一　　　　　般

一部負担金（患者負担金）の割合
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７０

　

歳
以
上
の
方

７０

平
成　

年　

月
か
ら

１８

１０

人工透析を受ける７０歳未満の上位所得者については、自己負担限度額が１万円から２万円に引き上げられます。

※〔　〕内の金額は、過去１年間に３回以上高額療養費の支給があった場合の４回目以降の限度額。

９月３０日まで

２割２割

９月３０日までの出産

３０万円３０万円１児に
つ　き


